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Microsoft Independent Software Vendor Royalty License and Distribution Agreement の ISVR 製品表
本製品表で使用されている用語のうち定義のないものについては、Microsoft ISV Royalty License and Distribution Agreement (以下「本契約」といいます) または Microsoft Academic ISV Royalty License and Distribution Agreement (以下「本アカデミック契約」といいます) における定義が適用されます。


2014 年 7 月における ISVR 製品表の変更点

	追加されたマイクロソフト ライセンス条項
	削除されたマイクロソフト ライセンス条項

	Microsoft® BizTalk® Server 2013 R2 Branch、Standard および Enterprise Edition
	Microsoft® BizTalk® Server 2013 Branch, Standard and Enterprise Editions

	Microsoft® BizTalk® Server 2013 R2 Enterprise Edition (Runtime-Restricted Use)
	Microsoft® BizTalk® Server 2013 Enterprise Edition (Runtime-Restricted Use) 

	Microsoft® BizTalk® Server 2013 R2 Standard Edition (Runtime-Restricted Use)
	Microsoft® BizTalk® Server 2013 Standard Edition (Runtime-Restricted Use) 
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	製品の一覧*
	D) プロダクト キー情報

	
	C) 製品移行の権利
	

	
	B) 電子ダウンロード
	
	

	
	A) 追加の製品使用条件
	
	
	

	製品名
	
	
	
	

	Microsoft® Access® 2013
	x
	
	
	m

	Microsoft® BizTalk® Server 2013 R2 Branch、Standard および Enterprise Edition
	
	
	x
	

	Microsoft® BizTalk® Server 2013 R2 Enterprise Edition (Runtime-Restricted Use)
	
	
	
	

	Microsoft® BizTalk® Server 2013 R2 Standard Edition (Runtime-Restricted Use)
	
	
	
	

	Microsoft® Dynamics CRM 2013 Server Edition
	
	x
	
	s

	Microsoft® Excel® 2013
	x
	
	
	m

	Microsoft® Exchange Server 2013 Standard および Enterprise
	
	
	
	s

	Microsoft® Forefront® Identity Manager 2010 R2
	
	
	
	

	Microsoft® InfoPath® 2013
	
	
	
	m

	Microsoft® Lync® Server 2013
	
	
	
	

	Microsoft® MapPoint® 2013
	x
	
	
	

	Microsoft® MapPoint® Fleet 2013
	x
	
	
	

	Microsoft® Office Audit and Control Management Server 2013
	
	
	
	s

	Microsoft® Office Multi Language Pack 2013
	
	
	
	

	Microsoft® Office Professional Plus 2013
	x
	
	x
	m

	Microsoft® OneNote® 2013
	x
	
	
	m

	Microsoft® Outlook® 2013
	x
	
	
	m

	Microsoft® PowerPoint® 2013
	x
	
	
	m

	Microsoft® Project Professional 2013
	
	
	
	m

	Microsoft® Project Server 2013
	
	
	
	s

	Microsoft® Project Standard 2013
	
	
	
	m

	Microsoft® Publisher 2013
	x
	
	
	m

	Microsoft® SharePoint® Server 2013
	
	
	x
	s

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Microsoft® SQL Server® 2014 Standard Core および Enterprise Core Edition
	
	x
	x
	

	Microsoft® SQL Server® 2014 Standard および Business Intelligence Edition
	
	x
	x
	

	Microsoft® SQL Server® 2014 Standard および Business Intelligence Edition (Runtime-Restricted Use)
	
	x
	x
	

	Microsoft® System Center 2012 R2 Configuration Manager
	
	
	x
	

	Microsoft® System Center 2012 R2 Client Management Suite
	
	
	x
	

	Microsoft® System Center 2012 R2 Datacenter
	
	
	x
	

	Microsoft® System Center 2012 R2 Standard
	
	
	x
	

	Microsoft® Visio® Professional 2013
	
	
	
	m

	Microsoft® Visio® Standard 2013
	
	
	
	m

	Microsoft® Visual Studio® Premium 2013
	
	x
	
	

	Microsoft® Visual Studio® Professional 2013
	
	x
	
	

	Microsoft® Visual Studio® Ultimate 2013
	
	x
	
	

	Microsoft® Visual Studio® Test Professional 2013
	
	x
	
	

	Microsoft® Visual Studio® Team Foundation Server 2013
	
	x
	
	

	Microsoft® Windows Server® 2012 Remote Desktop Services CAL
	x
	
	
	r

	Microsoft® Word 2013
	x
	
	
	m


[bookmark: _Q.__Do_I_need_to_buy_Commerce_Serve]* 右の列の項目 A、B、C、D については、以下の A ～ D の追加使用条件を参照してください。

A) 追加の製品使用条件

1. Microsoft Office System デスクトップ アプリケーション製品　　Office デスクトップ アプリケーション製品 (Microsoft® Office Multi Language Pack 2013、Microsoft® Project Professional 2013、および Microsoft® Visio® 2013 を除きます) の使用には、以下の追加条件が適用されます。

· 正規デスクトップの最大数　　お客様はエンド ユーザーに対し、統合ソリューションに組み込まれた Office 製品を任意の数の正規デスクトップに提供できます。お客様が、該当する統合ソリューションを 250 台以上の対象デスクトップを保有するエンド ユーザーに提供する場合、統合ソリューションは非正規デスクトップにのみインストールして使用することができ、非正規デスクトップにインストールされる統合ソリューションの合計数は、エンド ユーザーが保有する正規および非正規デスクトップの合計数の 25% を超えることはできません。「正規デスクトップ」とは、統合ソリューションの使用を許諾されたエンド ユーザーおよびその関連会社が使用するか、それらのために使用されるパーソナル デスクトップ コンピューター、ポータブル コンピューター、ワークステーション、または同様のデバイスを意味します。正規デスクトップには以下のものは含まれません。(i) サーバーとして指定されパーソナル コンピューターとして使用されないコンピューター、(ii) 業務処理専用ソフトウェア (会計士が使用する計算または経理プログラム、技術者や設計者が使用するコンピューターによる設計プログラムなど) のみを実行するシステム、(iii) 組み込みオペレーティング システム (組み込み型の Windows 9.x または Windows XP など) を実行するシステム。
· マスター複製の説明　　本契約または本アカデミック契約あるいはその両方の条項にかかわらず、Office デスクトップ アプリケーション製品 (Microsoft® Office Multi Language Pack 2013 を除きます) の場合、お客様は、お客様の統合ソリューションに組み込んで頒布する Office 製品のライセンス 50 件ごとに Office 製品のマスター複製 1 部を Microsoft Worldwide Fulfillment から入手する必要があります。お客様は、お客様の統合ソリューションに組み込んで頒布するために Office 製品を複製することのみを目的に、マスター複製を使用できます。当社は、Microsoft Worldwide Fulfillment の連絡先および他の情報をお客様に提供します。

2. Microsoft® MapPoint® 2013/Fleet 2013

· マッピング キット　　以下のライセンス製品をアルゼンチン、アルメニア、アゼルバイジャン、中国、キューバ、キプロス、ガイアナ、インド、イラン、イスラエル、日本、韓国、北朝鮮、モロッコ、ミャンマー (ビルマ)、パレスチナ自治区 (ヨルダン川西岸地区/ガザ地区)、パキスタン、ロシア、セルビア、スーダン、シリア、台湾、トルコ、ベネズエラへ発送することまたはこれらの地域で使用することはできません。
· Microsoft® MapPoint® 2013
· Microsoft® MapPoint® Fleet 2013

3. Windows Server Remote Desktop Services CAL　　お客様は、本製品をお客様の統合ソリューションに組み込むことなく、以下の Windows Server Remote Desktop Services (RDS) クライアント アクセス ライセンス (CAL) 製品ライセンスをエンド ユーザーに頒布することができます。ただし、以下を条件とします。

a. お客様は、それぞれのエンド ユーザー契約に、CAL 製品のマイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項を含めるものとします。
b. お客様の統合ソリューションは、使用される Windows Server® サーバー コンポーネントのバージョンに従い、適切なバージョンの Microsoft® Windows Server® Remote Desktop Services CAL を使用するものとします。

Remote Desktop Services (RDS) クライアント アクセス ライセンス (CAL) 製品ライセンスは、以下のとおりです。

· Microsoft® Windows Server® 2012 Remote Desktop Service CAL
· Windows Server 2008 または 2008 R2 を実行するお客様向けの Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Remote Desktop Service CAL

お客様は、お客様の統合ソリューションの一部として Windows Server® サーバー ソフトウェアを譲渡することはできません。

お客様は、isvroy@microsoft.com または担当の ISV Royalty ディストリビューターに連絡することにより、適切なバージョンの RDS CAL の製品登録キーを取得することができます。



4. Microsoft® System Center 2012

· System Center 2012 を使用してライセンスを取得したデバイスまたはサーバーで OSE を管理するには、System Center 2012 ライセンスと System Center エンベッディド メンテナンスの両方を取得して割り当てる必要があります。

B) 電子ダウンロード

電子ダウンロードによる製品の頒布　　本契約の規定にかかわらず、お客様は、以下の追加の使用条件に従って、上記の製品表の「電子ダウンロード」欄に「x」と記されているマイクロソフト製品を含む統合ソリューションのみを、電子ダウンロードにより頒布することができます。

a. 電子ダウンロードにより頒布される統合ソリューションには本製品全体が組み込まれ、電子ダウンロードはその全体が統合ソリューションにより構成されるものとします。
b. お客様は、本契約に従って、統合ソリューションおよび対応する本製品の名称、販売日、ならびにエンド ユーザーの名称および住所を含め、すべての電子ダウンロードの完全かつ正確な記録を保持するものとします。
c. ダウンロード ページは、128 ビット以上の SSL 証明書または同等の手段により保護されるものとします。
d. お客様は、電子ダウンロード向けの統合ソリューションの一部として本製品をホスティングするサーバーに、お客様が承認したエンド ユーザーのみがアクセスでき、かつかかるエンド ユーザーが許可されている本製品にのみアクセスできるような手順を実装するものとします。
e. マイクロソフトの要請により、お客様はマイクロソフトに対し、お客様が電子ダウンロードにより頒布する予定の統合ソリューションのダウンロード インフラストラクチャについて詳しい説明を提供するものとします。マイクロソフトは、お客様のインフラストラクチャが本契約の条件を満たしていないと判断した場合、その単独の裁量により、いかなる種類の支払または違約金の支払義務も負うことなく、お客様が電子ダウンロードにより統合ソリューションを頒布する権利を取り消すことができます。
f. マイクロソフトの要請により、お客様はマイクロソフトに対し、お客様の電子ダウンロード インフラストラクチャの有効性に対する監査を許可するものとします。かかる監査の対象には、あらゆるセキュリティ制御手段およびその有効性を含みますが、これに限定されません。
g. 任意の個人 (統合ソリューションへのアクセスまたはダウンロードを正規の方法で行っているエンド ユーザー以外) が、個別にまたは統合ソリューションの一部として本製品にアクセスしまたは本製品をダウンロードした場合、お客様は、本契約に対する重大な不履行を犯したことになり、その種類または金額に関係なく、あらゆる損害に対して責任を負うものとします。任意の個人が不正に本製品にアクセスしまたは本製品をダウンロードした場合、マイクロソフトは、お客様の費用でかかる不正アクセスまたはダウンロードに対する完全な調査を実施する権利を有するものとします。
h. マイクロソフトが利用できるその他の救済を制限することなく、お客様は、自己の費用により速やかに、電子ダウンロードによる統合ソリューションの頒布に関連する本契約の条件の遵守違反を是正し、かかる遵守違反が是正されるまでかかる統合ソリューションの頒布を停止するものとします。

C) 製品移行の権利
エンベッディド メンテナンスによる製品移行の権利　　本条は、統合ソリューションのアップグレード時点で本製品について有効なエンベッディド メンテナンスを購入済みのエンド ユーザーにのみ適用されます。
対象ライセンスを組み込む統合ソリューションをエンド ユーザーに頒布したお客様は、追加のライセンス使用料を支払うことなく、以下の条件を満たすエンド ユーザーに、移行先ライセンスを組み込むアップグレードされた統合ソリューションを頒布することができます。
· 対象ライセンスとは、エンベッディド メンテナンスが有効なソフトウェア ライセンスです。
· 移行先ライセンスとは、アップグレードされた統合ソリューションと共に頒布することができるソフトウェア ライセンスです。

BizTalk® Server
エンド ユーザーが BizTalk Server プロセッサ ライセンスの有効なエンベッディド メンテナンスを保有している場合、お客様は、エンド ユーザーの統合ソリューションをアップグレードし、以下のプロセッサとコアの比率に基づいて BizTalk Server 2013 を組み込むことができます。
	対象ライセンス
	移行先ライセンス

	BizTalk® Server Enterprise (プロセッサ) 1 ライセンス
	BizTalk® Server 2013 Enterprise Core 4 ライセンス1,2

	BizTalk® Server Standard (プロセッサ) 1 ライセンス
	BizTalk® Server 2013 Standard Core 4 ライセンス1,2

	BizTalk® Server Branch (プロセッサ) 1 ライセンス
	BizTalk® Server 2013 Branch Core 4 ライセンス1,2



1 エンドユーザーが、有効なエンベッディド メンテナンスを介して BizTalk® Server 2013 にアップグレードする日において、上記の「移行先ライセンス」列に規定されたコア数よりも多いコアを有するプロセッサ上で BizTalk® Server (以下「BizTalk」といいます) を実行している場合、エンド ユーザーは、移行先ライセンスへのアップグレード時点で本製品を実行していたコア数について BizTalk を運用する権利を許諾されます。ただし、エンド ユーザーは、ライセンスの権利の記録を残すため、Microsoft MAP ツールまたはこれと同等のソフトウェアを使用して、エンベッディド メンテナンスの更新時点でサーバーで実行されている BizTalk の構成 (ライセンスを取得したサーバー上のオペレーティング システム環境で実行されているライセンスを取得したインスタンス) および BizTalk をサポートしている物理ハードウェアについての記録を保持する必要があります。
2 コア係数表へのリンクは、BizTalk® Server 2013 ソフトウェアのエンド ユーザー使用許諾契約書に記載されています。

エンド ユーザーが BizTalk Server プロセッサ ライセンスの有効なエンベッディド メンテナンスを保有している場合、お客様は、エンド ユーザーの統合ソリューションをアップグレードし、以下のプロセッサとコアの比率に基づいて BizTalk Server 2013 R2 を組み込むことができます。

	対象ライセンス
	移行先ライセンス

	BizTalk® Server Enterprise (プロセッサ) 1 ライセンス
	BizTalk® Server 2013 R2 Enterprise Core 4 ライセンス1

	BizTalk® Server Standard (プロセッサ) 1 ライセンス
	BizTalk® Server 2013 R2 Standard Core 4 ライセンス1

	BizTalk® Server Branch (プロセッサ) 1 ライセンス
	BizTalk® Server 2013 R2 Branch Core 4 ライセンス1


1 コア係数表へのリンクは、BizTalk® Server 2013 ソフトウェアのエンド ユーザー使用許諾契約書に記載されています。

Lync® Server 2013
Lync® Server 2013 は Lync Server の最新バージョンです。Lync® Server 2010 Standard または Enterprise の有効なエンベッディド メンテナンスをお持ちのお客様は、Lync® Server 2013 にアップグレードし、アップグレードされた統合ソリューションに統合された Lync® Server 2010 の代わりに頒布することができます。

Lync® Server 2013 CAL は Lync® Server 2010 CAL の後継バージョンです。
	Lync® Server 2010 CAL
	後継バージョン

	Lync® Server 2010 Plus CAL
	Lync® Server 2013 Plus CAL

	Lync® Server 2010 Enterprise CAL
	Lync® Server 2013 Enterprise CAL

	Lync® Server 2010 Standard CAL
	Lync® Server 2013 Standard CAL



Lync® Server 2013 サーバー ライセンスは、Lync® Server 2010 Standard および Enterprise サーバー ライセンスの両方の後継バージョンです。
	Lync® Server 2010 サーバー ライセンス
	後継バージョン

	Lync® Server 2010 Standard
	Lync® Server 2013

	Lync® Server 2010 Enterprise
	Lync® Server 2013



Microsoft® Office、Office Performance Point、および Office Communications Server
注: 同じレベルの Lync Server CAL/EC が、OCS 2007 CAL/EC の後継バージョンとなります (Std Std, EntEnt)。
	対象ライセンス
	移行先ライセンス

	Microsoft® Visio® Premium 2010
	Microsoft® Visio® Professional 2013

	Microsoft® Office Performance Point Server
	Microsoft® SharePoint Enterprise 2010

	Microsoft® Office Communications Server 2007 R2 Speech Server Standard Edition
	Microsoft® Lync® Server 2013 Standard Edition

	Microsoft® Office Communications Server 2007 R2 Speech Server Enterprise Edition
	Microsoft® Lync® Server 2013 Enterprise Edition



SharePoint® Server 2013
SharePoint® Server 2010 for Internet Sites Standard および SharePoint® Server 2010 for Internet Sites Enterprise は、これらの製品の最後のバージョンです。この点を踏まえ、SharePoint® Server 2010 Standard もしくは Enterprise または SharePoint® Server 2010 for Internet Sites Standard もしくは Enterprise の有効なエンベッディド メンテナンスをお持ちのお客様は、SharePoint® Server 2013 にアップグレードし、アップグレードされた統合ソリューションに組み込まれた SharePoint® Server 2010 または SharePoint® Server 2010 for Internet Sites の代わりに頒布することができます。
	SharePoint® Server 2010 for Internet Sites サーバー ライセンス
	後継バージョン

	SharePoint® Server 2010 for Internet Sites Standard
	SharePoint® Server 2013

	SharePoint® Server 2010 for Internet Sites Enterprise
	SharePoint® Server 2013



SQL Server®
エンド ユーザーが SQL Server プロセッサ ライセンスの有効なエンベッディド メンテナンスを保有している場合、お客様は、エンド ユーザーの統合ソリューションをアップグレードし、以下のプロセッサとコアの比率に基づいて SQL Server 2012 を組み込むことができます。エンド ユーザーが SQL Server サーバー ライセンス (Standard または Workgroup) の有効なエンベッディド メンテナンスを保有している場合、お客様は、エンド ユーザーの統合ソリューションをアップグレードし、以下のように SQL Server 2012 Standard を組み込むことができます。
	対象ライセンス
	移行先ライセンス

	SQL Server® Datacenter (プロセッサ) 1 ライセンス
	SQL Server® 2012 Enterprise Core 8 ライセンス1,2,3

	SQL Server® Enterprise (プロセッサ) 1 ライセンス
	SQL Server® 2012 Enterprise Core 4 ライセンス1,2,3

	SQL Server® Enterprise (サーバー) 1 ライセンス
	SQL Server® 2012 Enterprise Server 1 ライセンス2

	SQL Server® Standard (プロセッサ) 1 ライセンス
	SQL Server® 2012 Standard Core 4 ライセンス1,3

	SQL Server® Standard (サーバー) 1 ライセンス
	SQL Server® 2012 Standard Server 1 ライセンス

	SQL Server® Workgroup (プロセッサ) 1 ライセンス
	SQL Server® 2012 Standard Core 4 ライセンス1,3

	SQL Server® Workgroup (サーバー) 1 ライセンス
	SQL Server® 2012 Standard Server 1 ライセンス



1 エンドユーザーが、有効なエンベッディド メンテナンスを介して SQL Server® 2012 にアップグレードする日において、上記の「移行先ライセンス」列に規定されたコア数よりも多いコアを有するプロセッサ上で SQL Server® (以下「SQL」といいます) を実行している場合、エンド ユーザーは、移行先ライセンスへのアップグレード時点で本製品を実行していたコア数について SQL を運用する権利を許諾されます。ただし、エンド ユーザーは、ライセンスの権利の記録を残すため、Microsoft MAP ツールまたはこれと同等のソフトウェアを使用して、エンベッディド メンテナンスの更新時点でサーバーで実行されている SQL の構成 (ライセンスを取得したサーバー上のオペレーティング システム環境で実行されているライセンスを取得したインスタンス) および SQL をサポートしている物理ハードウェアについての記録を保持する必要があります。
2 SQL Server® 2012 Enterprise Server/CAL および SQL Server® 2012 Enterprise Core は別のメディアを有しています。お客様は、エンド ユーザーに対し、そのエンド ユーザーがライセンスを取得したソフトウェアおよびライセンス モデルのためにのみこのメディアを使用すること許可する必要があります。
3 コア係数表へのリンクは、SQL 2012 ソフトウェアのエンド ユーザー使用許諾契約書に記載されています。

エンド ユーザーが SQL Server プロセッサ ライセンスの有効なエンベッディド メンテナンスを保有している場合、お客様は、エンド ユーザーの統合ソリューションをアップグレードし、以下のプロセッサとコアの比率に基づいて SQL Server 2014 を組み込むことができます。エンド ユーザーが SQL Server サーバー ライセンス (Standard または Workgroup) の有効なエンベッディド メンテナンスを保有している場合、お客様は、エンド ユーザーの統合ソリューションをアップグレードし、以下のように SQL Server 2014 Standard を組み込むことができます。
	対象ライセンス
	移行先ライセンス

	SQL Server® Datacenter (プロセッサ) 1 ライセンス
	SQL Server® 2014 Enterprise Core 8 ライセンス1,2,3

	SQL Server® Enterprise (プロセッサ) 1 ライセンス
	SQL Server® 2014 Enterprise Core 4 ライセンス1,2,3

	SQL Server® Enterprise (サーバー) 1 ライセンス
	SQL Server® 2014 Enterprise Server 1 ライセンス2

	SQL Server® Standard (プロセッサ) 1 ライセンス
	SQL Server® 2014 Standard Core 4 ライセンス1,3

	SQL Server® Standard (サーバー) 1 ライセンス
	SQL Server® 2014 Standard Server 1 ライセンス

	SQL Server® Workgroup (プロセッサ) 1 ライセンス
	SQL Server® 2014 Standard Core 4 ライセンス1,3

	SQL Server® Workgroup (サーバー) 1 ライセンス
	SQL Server® 2014 Standard Server 1 ライセンス



1 SQL Server® Runtime Restricted Use プロセッサ ライセンスを保有するお客様は、SQL Server® 2014 コア ライセンスへのアップグレードに関する以下の追加情報を確認する必要があります。
2 SQL Server® 2014 Enterprise Server/CAL および SQL Server® 2014 Enterprise Core は別のメディアを有しています。お客様は、エンド ユーザーに対し、そのエンド ユーザーがライセンスを取得したソフトウェアおよびライセンス モデルのためにのみこのメディアを使用すること許可する必要があります。
3 コア係数表へのリンクは、SQL 2014 ソフトウェアのエンド ユーザー使用許諾契約書に記載されています。

SQL Server® 2012 Enterprise Core および SQL Server® 2012 Standard Core は、Runtime Restricted Use Edition を含む SQL Server® Core の最後のバージョンです。SQL Server® 2012 Enterprise Core (Runtime-Restricted Use) および SQL Server® 2012 Standard Core (Runtime-Restricted Use) の有効なエンベッディド メンテナンスをお持ちのお客様は、それぞれ SQL Server® 2014 Enterprise Core および SQL Server® 2014 Standard Core (Full Use ライセンス) にアップグレードし、アップグレードされた統合ソリューションに組み込まれた SQL Server® 2012 Enterprise Core (Runtime-Restricted Use) および SQL Server® 2012 Standard Core (Runtime-Restricted Use) の代わりに頒布することができます。

	対象ライセンス
	移行先ライセンス

	SQL Server® 2012 Enterprise Core (Runtime-Restricted Use) 1 ライセンス
	SQL Server® 2014 Enterprise Core (Full Use) 1 ライセンス1,2

	SQL Server® 2012 Standard Core (Runtime-Restricted Use) 1 ライセンス
	SQL Server® 2014 Standard Core (Full Use) 1 ライセンス



1 SQL Server® 2014 Enterprise Server/CAL および SQL Server 2012 Enterprise Core は別のメディアを有しています。お客様は、エンド ユーザーに対し、そのエンド ユーザーがライセンスを取得したソフトウェアおよびライセンス モデルのためにのみこのメディアを使用すること許可する必要があります。
2 コア係数表へのリンクは、SQL Server® 2014 ソフトウェアのエンド ユーザー使用許諾契約書に記載されています。

Microsoft® System Center 製品の移行の権利
System Center 2012 は新製品であり、以前の System Center 製品の最新バージョンではありません。新製品への移行を可能にするため、2012 年 4 月 1 日の時点でエンベッディド メンテナンスが有効なエンドユーザーに対し、1 回限りの移行の権利を付与します。1 回限りの移行の権利の付与対象となるエンドユーザーは、有効なエンベッディド メンテナンス保証を、System Center 2012 統合ソリューションにアップグレードされる日まで保持する必要があります。
	対象ライセンス
	移行先ライセンス

	任意の Microsoft® System Center Management Server License
	Microsoft® System Center 2012 Standard1

	Microsoft® System Center Client Management Suite (OSE ごと/ユーザーごと)
	Microsoft® System Center 2012 Client Management Suite (OSE ごと/ユーザーごと)

	Microsoft® System Center Configuration Manager 2007 R3 Client ML (OSE ごと/ユーザーごと)
	Microsoft® System Center 2012 Configuration Manager (OSE ごと/ユーザーごと)

	Microsoft® System Center Configuration Manager 2007 R3 Server ML
	Microsoft® System Center 2012 Standard1

	Microsoft® System Center Data Protection Manager 2010 Client ML (OSE ごと/
ユーザーごと)
	Microsoft® System Center 2012 Client Management Suite (OSE ごと/ユーザーごと)

	Microsoft® System Center Data Protection Manager 2010 Server ML
	Microsoft® System Center 2012 Standard1

	Microsoft® System Center Operations Manager 2007 R2 Client ML (OSE ごと/
ユーザーごと)
	Microsoft® System Center 2012 Client Management Suite (OSE ごと/ユーザーごと)

	Microsoft® System Center Operations Manager 2007 R2 Server ML
	Microsoft® System Center 2012 Standard1

	Microsoft® System Center Server Management Suite Datacenter
	対象となる Microsoft® System Center Server Management Suite Datacenter 2 ライセンスごとに Microsoft® System Center 2012 Datacenter 1 ライセンス

	Microsoft® System Center Server Management Suite Enterprise
	Microsoft® System Center 2012 Standard 2 ライセンス1

	Microsoft® System Center Service Manager 2010 Client ML (OSE ごと/ユーザー
ごと)
	Microsoft® System Center 2012 Client Management Suite (OSE ごと/ユーザーごと)

	Microsoft® System Center Service Manager 2010 Server ML
	Microsoft® System Center 2012 Standard1

	Microsoft® System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Client ML (OSE ごと/ユーザーごと)
	Microsoft® System Center 2012 Configuration Manager (OSE ごと/ユーザーごと)

	Microsoft® System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Server ML
	Microsoft® System Center 2012 Datacenter1



1 System Center 2012 Standard/Datacenter ライセンスは、最大で 2 プロセッサをサポートします。2012 年 4 月 1 日以降、2 つ以上のプロセッサを有するサーバーに対象ライセンスを割り当てる場合には、エンド ユーザー全体を対象とするため、移行先となる System Center 2012 Standard/Datacenter の対応する数のライセンスが許諾されます。この場合、エンド ユーザーは、ライセンスの権利の記録を残すためにサーバー ハードウェア構成に関する文書を保持する必要があります。

D) プロダクト キー情報

1) 「s」と記載されている項目 – 製品のセットアップ キーは、フルフィルメント メディアに付属するラベルに記載されています。
2) 「m」と記載されている項目 – 製品にはマルティプル アクティベーション キー (MAK) が付属し、フルフィルメント メディアに含まれています。お客様は、購入された数についてのみライセンスを有効化する権利を有します。MAK ライセンス認証を行う方法については、http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff603511.aspx を参照してください。
3) 「r」と記載されている項目 – RDS CAL キーについては、isvroy@microsoft.com までお問い合わせください。

追加の製品使用条件

1. キーの秘密保持　　お客様が取得するプロダクト キーは個別にトレース可能であるため、お客様はキーの使用と保護について責任を負うものとします。お客様は、許可された場合にのみプロダクト キーを使用するようにしなければなりません。ソフトウェアの著作権侵害と組織の自己防衛方法の詳細については、http://www.microsoft.com/japan/piracy/ を参照してください。

2. ウイルスが潜む可能性のあるソフトウェア　　本契約または本アカデミック契約あるいはその両方に基づくライセンス権利は、お客様が以下の条項を遵守することを条件として許諾されます。以下の行為は禁止されます。(a) 本製品、ソフトウェア付属の文書、またはその二次的著作物に、ウイルスが潜む可能性のあるソフトウェアを組み込むか、それ以外の方法で含めるか、または結合すること、(b) 本製品、ソフトウェア付属の文書、またはその二次的著作物と共にウイルスが潜む可能性のあるソフトウェアを頒布すること、あるいは (c) 本製品またはソフトウェア付属の文書の二次著作物の開発でウイルスが潜む可能性のあるソフトウェアを使用すること。「ウイルスが潜む可能性のあるソフトウェア」とは、直接的または間接的に、(i) 本製品についてマイクロソフトまたはそのサプライヤーに義務を課す条件、もしくは課す意図を示す条件、または (ii) 本製品に対する、マイクロソフトまたはそのサプライヤーの知的財産権またはその他の財産権に基づく権利または免責を、第三者に対して許諾、もしくは許諾することを意図する条件に従ってライセンスを取得したソフトウェアを意味します。ウイルスが潜む可能性のあるソフトウェアには、ソフトウェアの使用、改変または頒布の条件として、当該ソフトウェアに組み込まれている、それから派生している、もしくはそれと共に頒布されているその他のソフトウェアが、(a) ソース コード形式で開示もしくは頒布されること、(b) 二次的著作物を作成するために許諾されること、または (c) 無償で再頒布できること、を挙げているソフトウェアを含みますが、それらに限定されません。

3. ウイルスが存在しないサーバー　　電子ダウンロードが許可されている製品 (製品表を参照) については、お客様は、電子ダウンロード向けの統合ソリューションの一部として本製品をホスティングするサーバーに、コンピューター ウイルスまたはその他の悪意のあるコードが存在しないことを保証するものとします。

4. ライセンスの要件　　お客様は、お客様の各エンド ユーザーとの使用許諾契約において、頒布する本製品 (下記のライセンス要件、および本契約に基づいてお客様に提供される該当するマイクロソフト ライセンス条項の補注に記載されたライセンス要件に基づいて適用可能な範囲において) ごとにエンド ユーザーに提供するライセンスの数と種類 (サーバー、クライアント アクセス、プロセッサ、デバイスなど) を指定する必要があります。お客様は、本製品を含む統合ソリューションのエンド ユーザーへの導入ごとに使用許諾契約において指定した本製品のバージョンとエディションに対応するライセンス (クライアント アクセス ライセンス、管理ライセンスなど) の正しい数と種類を把握して頒布する責任を負うものとします。お客様は、適用されるライセンス条項に従って本製品の使用を許諾しなければなりません。

5. 第三者のサイトへのリンクの説明　　統合ソリューションを作成する目的で入手した本製品 (お客様が複製を組み込んでエンド ユーザーに頒布する権利を取得した製品) には、第三者のサイトへのリンクが含まれる場合があります。これらのリンク先サイトはマイクロソフトの管理下にはないため、マイクロソフトは、いかなるリンク先サイトから受信されたウェブ キャスティングまたはその他のいかなる形式の送信についても、またリンク先サイトが正常動作するかどうかについても、お客様とそのエンド ユーザーに対して責任を負いません。これらのリンク先サイトは、お客様の利便性を考慮して提供されているものであり、このようなリンクが含まれていても、マイクロソフトがその第三者のサイトを推奨すること、またはそのサイト運営者と関連があることを意味するものではありません。お客様はそのエンド ユーザーに対して、リンク先のサイトに掲載されたプライバシーに関する声明および使用条件を参照し遵守する責任はエンド ユーザーが負うことを通知する必要があります。また、お客様はそのエンド ユーザーに対して、本製品に含まれるリンクまたはそれ以外によってライセンス製品内で参照されている第三者とのやり取りまたはプロモーションへの参加 (物品またはサービスの提供およびそれらに対する支払も含まれます)、およびそのようなやり取りまたはプロモーションに関連付けられた条項、条件、保証、または表明は、お客様と広告主または第三者との間でのみ成立することを通知しなければなりません。マイクロソフトはそのようなやり取りまたはプロモーションに関して、一切責任を負いません。

6. Academic Edition ライセンスの説明　　お客様が Academic Edition に基づく本製品を含む統合ソリューションを頒布する場合は、以下の条件に従うものとします。

· お客様は、アカデミック契約およびアカデミック登録契約フォームに署名している必要があります。
· お客様は、Academic Edition に基づく本製品を含む統合ソリューションをお客様に代わって頒布する予定のお客様の関連会社 (この用語は本アカデミック契約での定義によります) に対し、関連会社契約フォームとアカデミック登録契約フォームに記入するように要求する必要があります。
· お客様とその関連会社は、Academic Edition に基づく本製品を含む統合ソリューションを導入するすべてのエンド ユーザーが、お客様またはお客様指定の関連会社が統合ソリューションを頒布する地域の適格教育エンド ユーザーの条件を満たしていることを確認しなければなりません。

適格教育エンド ユーザーの条件はアカデミック登録契約で指定されます。

7. マスター複製の説明　　本契約または本アカデミック契約あるいはその両方の他の条項にかかわらず、以下が適用されます。

· お客様は、Microsoft Worldwide Fulfillment から入手したか、または本契約または本アカデミック契約あるいはその両方に基づいてマイクロソフトから直接お客様専用に提供された本製品を、マイクロソフトからリテール チャネルにまだ市販されていない場合でも、マスター複製として使用できます。
· 特定の本製品のマスター複製は、Microsoft Worldwide Fulfillment から入手できない場合があります。マスター複製の入手に関する情報については、お客様の地域のマイクロソフト関連会社までお問い合わせください。

8. ソフトウェア管理のアウトソーシング　　お客様はエンド ユーザーに対し、エンド ユーザーのためにデータ センター管理サービスまたはインストール サービスを実施する第三者 (「アウトソーシング会社」) が日常的に管理および制御するサーバーに本製品をインストールすることを許可することができます。ただし、以下を条件とします。(i) かかるすべてのサーバーおよびその他のデバイスが、物理的に完全にエンド ユーザー専用であること、(ii) エンド ユーザー向けのアウトソーシング サービスとして統合ソリューションを提供するためにのみ本製品を使用することをアウトソーシング会社に許可し、当該契約の満了または解除時に、アウトソーシング会社のサーバー上の本製品の複製をすべて削除すること、およびエンド ユーザーが提供した本製品を含むメディアを返却または破棄することをアウトソーシング会社に義務付ける契約を、エンド ユーザーがアウトソーシング会社と締結していること。本製品の使用には引き続き、本契約の条件 (たとえば、統合ソリューションに完全に組み込まれている必要があること) およびエンド ユーザー契約が適用されます。
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